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令和６年度 第３回帯広市健康生活支援審議会児童育成部会 議事録 

 

日時：令和７年２月２５日（火） 

午後７時３０分から午後８時３０分 

場所：市役所１０階第５Ｂ会議室 

 

会議次第 

 

１ 開  会 

 

２ 議  題 

（１）令和６年度第２回帯広市健康生活支援審議会児童育成部会議事録の確認について 

（２）令和７年度子ども・子育て支援施策に関する予算（案）の概要 

（３）帯広市こども家庭センターについて 

 

３ そ の 他 

 

４ 閉  会                         

 

 会議資料 

資料１ 令和６年度第２回帯広市健康生活支援審議会児童育成部会議事録 

資料２ 令和７年度子ども・子育て支援施策に関する予算（案）の概要 

資料３ 帯広市こども家庭センター 

 

〇 出席委員（１７名中１２名出席） 

廣瀬一浩委員、西本委員、瓜屋委員、廣瀬委員 

高橋専門委員、羽賀専門委員 

西野部会員、吉田部会員、橋本部会員、南出部会員、宮部部会員、野原部会員 

 

〇 事務局 

こども福祉室こども課   戸田課長、三宅主幹、能登課長補佐 

こども福祉室子育て支援課 澤沼課長、関口課長補佐 

健康保険室健康推進課   吉田健康づくり係長 

資料１ 

厚生委員

会提出資

料 
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令和６年度 第３回「帯広市健康生活支援審議会児童育成部会」 議事録 

（令和７年２月２５日 １９:３０～２０:３０） 

 

 

１．開 会 

 

 

２．議 事 

議題（１） 

 

（事務局説明） 

 

 

 

 

 

議題（２） 

 

 

(事務局説明) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）令和６年度第２回帯広市健康生活支援審議会児童育成部

会議事録の確認について 

（資料１の説明） 

前回１月に開催した議事内容を、委員等の皆様には事前に

確認していただいているため、この内容をもって、市ホーム

ページへ掲載したい。 

 

 

（２）令和７年度子ども・子育て支援施策に関する予算（案）

の概要 

 

（資料２の説明） 

１ページ目は、おびひろこども未来プランに掲げた４つの

基本目標に関連する事業の一部の主な予算増減を掲載したも

の。 

「基本目標１子どもを守る」では、子どもの虐待防止とし

て、ヤングケアラーの実態調査の実施を予定している。 

「基本目標２安心して子どもを産み育てることができる」で

は、子育て相談の実施部分で行っていた、「伴走型相談支援

と出産・子育て応援給付金」の制度化により、「妊婦のため

の支援給付」として改めて記載している。 

「妊娠出産サポート事業」では、利用期間等の見直しによ

り、利用増加を見込んでいる。 

「基本目標３子どもや子育て家庭をみんなで支える」で

は、各保育施設の運営費が増加しているのは、国の人事院勧

告増改定を反映させた公定価格による各種単価や加算の増に

よるもの。 

「子ども医療費給付事業」については、令和６年４月から

対象拡大したところだが、従前からの受給者減少率から算出

しており、対象受給者の減少を見込んだもの。 

このほか、「児童手扶養手当支給事業」「児童手当」につい

ては、令和６年度後半から制度改正され拡充したため、令和

７年度はそれぞれ１年分の経費を見込んでいるため、増とな

っているもの。 
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（委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

子ども・子育て関連予算の主な概要について、「主要事

業」資料で説明。 

地域子育て相談機関整備事業 事業費１４２万２千円。 

妊産婦や子育て世帯の不安解消や状況把握の機会を増やす

ため、市内６所にある未就学児を対象とする地域子育て支援

センターに、地域子育て相談機関を併設。 

保育施設物価高騰対策支援事業 事業費５７万５千円。 

国の地方創生臨時交付金事業を活用し、北海道が実施する

物価高騰対策事業の対象外となる、小規模保育施設４施設と

事業所内保育施設１施設に対し、北海道が実施する事業と同

じ内容で食材料費及び光熱水費に対する支援を行う。 

副食費支援事業 事業費 １，０１８万１千円。 

国の地方創生臨時交付金事業を活用し、特に食材料費の物

価高騰の影響を受ける保育所等又は保護者に対し、３歳以上

児が実費負担している副食費の一部を支援することにより、

経済的負担を軽減するもの。 

児童保育センター運営事業 事業費２，４０９万４千円。 

待機児童の解消に向け、令和７年４月に花園児童保育セン

ター、つつじが丘児童保育センターにクラブを追加開設する

ことから、その運営費を計上。 

公立保育所民間移管事業 事業費 ２，１８９万５千円。 

令和８年４月に民間移管する豊成保育所の円滑な移管に向

けた、引き継ぎ保育にかかる保育士の人件費や、施設整備等

の準備経費を計上。 

産後ケア事業については、４６４万８千円。 

この事業は、産後うつを予防し、安心して子育てができる

環境づくりのため、産後ケア事業の利用期間や利用方法等を

変更するもの。 

 

民生費の主要事業、地域子育て相談機関については、現在

ある地域子育て支援センターに併設するということであるな

らば、やはり対象は未就学児になるのか。 

未就学児以外も対象とするのであれば、しっかりと広報し

ていただかなけれれば、小学生以上の親子の市民の窓口にも

なりづらいと思う。  

衛生費の主要事業、産後ケア事業については、対象者が拡

大されたということか。保健師等が判断する基準があるのだ

ろうが、帯広市はこの判断基準が厳しいと言われている。こ

こがどう変わるのか、お伺いしたい。 

 

   地域子育て相談機関について、対象範囲は１８歳までとす

る予定。周知については、この後の議題としているこども家

庭センターの説明の中で説明したい。 
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（委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題（３） 

 

(事務局説明) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 産後ケア事業について、対象を（これまでは家族等から支

援を十分に受けられない産婦及びその乳児としていたが）令

和７年４月からは「産後ケアを必要とする者」としている。

対象範囲は広がったが、誰でも対象になるということではな

いため、まずは保健師の面接でお子さんの状況を確認したう

えで利用することとなる。利用方法については、毎回保健師

の面接が必要であったが、初回のみ面接することに変更した

もの。 

 

産後ケア事業については、これまで４か月未満であった対

象が６か月未満に期間が延びるが、その後のケアをどうして

いったらいいのか。産後うつは５か月頃まで続くと言われて

いるが、子育ての悩みはその後も大きくなるので、対象期間

後にどうサポートをつなげていかれるか、民間も含めて周知

をしていただきたい。切れ目ない支援とあるが、市民から見

ると、利用する事業が変わると、また同じ説明を一からし

て、別の事業でもまた説明して、ということは良くある話な

ので、市民にとって切れ目ない支援にしていただければ、安

心して子育てができると思う。 

 

 

（３）帯広市こども家庭センターについて 

 

令和６年４月に改正児童福祉法が施行され、母子保健と児

童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う機関として、こど

も家庭センターの設置に努めることとされている。 

帯広市でも、全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもを対象

に、母子保健・児童福祉の両機能の連携を深め、虐待への予

防的な対応から子育てに困難を抱える家庭まで、切れ目なく

対応することを目的に令和７年４月から保健福祉センターへ

設置するもの。 

支援が必要な妊産婦や子育て家庭の把握として、母性相談

や発達相談、虐待相談などの相談対応や、乳幼児健診や新生

児訪問などの事業を行い、こうした相談や事業、ＮＰＯ法人

や民間事業者等も含めた関係機関との連携により支援が必要

な妊産婦や子育て家庭を把握していく。 

先ほど、令和７年度子ども・子育て支援施策に関する予算

(案)の概要でも説明した「地域子育て相談機関」について

は、全ての子育て家庭やこどもが身近に相談できる環境を整

備し、子育て家庭の不安解消や状況把握の機会を増やすこと

を目的に、令和７年１０月から地域子育て支援拠点に併設す

るもの。 

次に、こども家庭センターの組織体制は、母子保健機能と
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（委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員） 

 

 

 

 

 

 

(事務局) 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉機能の一元的な管理を行うセンター長とセンター長

の下で、実務面において業務マネジメントを行う「統括支援

員」を配置し、母子保健業務を担う健康推進課と、児童福祉

業務を担う子育て支援課が連携しながら、全ての妊産婦、子

育て世帯、こどもに対して支援を行う。 

支援が必要な妊産婦や子育て家庭の支援として、統括支援

員が中心となり、児童福祉と母子保健のケースの共有や支援

方針の検討を行う合同会議を開催し、子育て家庭等への支援

を母子保健部門と児童福祉部門が一体的に行うもの。また、

サポートプランはこどもや保護者の意見や希望を聞き取り、

行政や関係機関等が考える不安等を伝えたうえで、その家庭

に合った支援内容を記載し、その家庭に掲示したうえで、寄

り添いながら支援をしていくもの。 

主な支援内容として、子育て世帯訪問支援事業、ファミリ

ーサポートセンター事業などの事業への繋ぎ、また、子ど

も、家庭の身近な場所である、保育所や学校などの関係機関

との連携により、継続的な見守りを実施し、子育てに困難を

抱える保護者や子どもへの支援を行っていく。 

 

  施策としては、前回のこども誰でも通園制度も、今回の相

談機関についても、反対するものではないと思っている。た

だ、支える側をしっかり市が支えてくださいということだと

思う。現場では保育士を募集しても応募がないなど、そうい

った中で新たな施策を進めていく中で、体制を確保しなけれ

ば現実は難しい。そういった状況の中で取り組まなければな

らない施策を市がしっかり現場の意見を聞きながら進めてい

ただきたい。 

 

   こども家庭センターについて、この資料だと対象が多岐に

わたる。出産など日常の子育てに困難を抱える家庭の支援で

も相当な広がりがある。これに対応する組織体制の人員はど

のくらいの数なのか。統括支援員はどういう方を想定してい

るのか。日常的な相談の流れはどうなるのかなど、これらは

１０月までに見えてくるものなのか。 

 

   こども家庭センター事業については、国で法改正をして全

国的に進められているもので、困難を抱える世帯の顕在化や

児童虐待の深刻化等に対応するため、４月から開始するも

の。市では、これまでも児童福祉部門と母子保健が連携をし

てきているため、今ある体制の中で運営していくもの。さら

に、新たな統括支援員は専門職である保育士を配置する予

定。 
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（委員） 

 

 

(事務局) 

 

 

 

 

 

 

 

（委員） 

 

 

 

(事務局) 

 

 

 

 

 

 

（委員） 

 

 

 

 

 

（部会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員） 

 

 

 

 

(事務局) 

保育士である統括支援員の配置により、子育て支援課と健

康推進課はどのように連携していくのか。 

 

今までもさまざまなケースに対して、会議を開催し、連携

してきている。必要に応じて、市の関係課や関係機関と要保

護地域対策協議会を開催して対応してきた。難しいケースの

場合には児童相談所にも相談させていただくなど、今までや

ってきていたことと基本変わらない。こども家庭センターと

いう仕組みとして実施することで、より連携を強める場とし

たい。 

 

要対協がどう機能しているのか、なかなか外部からは見え

ない。こども家庭センターができた場合、どのように強化さ

れるのか、この資料だけではよくわからない。 

 

強化という意味では、昨年度も人員を増やし体制を強化し

ている。また、学校教育と児童福祉の連携を強化するため

に、来年度は教員を子育て支援課に配置する予定。 

いずれにしても、必要な関係機関とは連携を取りながら、

他都市の状況も確認しながら、日々の対応を進めていきた

い。 

 

連携といっても、言葉だけではうまくいかない。それぞれ

の部署が十分ではない部分をどのように埋めていくのか、そ

こをしっかりしないと連携にならない。プラスの面とマイナ

スの面を把握して、足りていない部分をどう補うのか、検討

を進めていただきたい。 

 

国が制度改正し、各自治体に下りてきたものだが、市は早

くから取り組んでいると思う。今までの支援内容とこれから

のこども家庭センターが行っていく内容というのが、交わる

ところもあるし、独自の取り組みとするところもあるだろう

し、まだ難しいところもあると思う。 

他の自治体の実施方法なども情報共有しながら、具体化し

ていただき、子育て世帯に対し、良い方向に進めていただき

たい。 

 

資料３の一番下の囲み部分の主な支援の中に掲載されてい

ない、「不登校」や「いじめ相談」など、市の子育て支援の

弱い部分だと感じるので、具体的に文言化して、学齢期の支

援が必要な家庭の支援というものを考えていただきたい。 

 

ライフステージの中で学齢期以降の相談体制を作っていき
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（委員） 

 

 

 

 

 

３．その他 

 

（委員） 

 

 

 

 

 

（委員） 

 

 

 

 

 

（委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（部会長） 

 

 

 

 

 

 

たい。この部分は市としても難しい部分もある。 

４月に配属となる教員と力を合わせ、一緒に何ができるの

か考えながら、児童福祉と学校教育の連携に取り組んでいき

たい。 

 

教員の配置は、大きな一歩だと思う。教育委員会にも子育

て支援関連の行政職員が配置されるという双方向の関係を、

近隣の町村でもすでに取り組んでいる。そういうことがある

と非常に情報共有しやすいと思うので、今後の取り組みに期

待したい。 

 

 

 

支援が必要なお子さんが増えてきている気がする。コロナ

以降の閉鎖的な家庭環境の中で、保護者も孤独を感じながら

他のお子さんとの交流もない中で、言葉の発達や対人関係の

の発達などに悩んでいるご家庭が多いのではないかと感じて

いる。 

 

特別支援保育の巡回や地元の幼稚園の教育状況の様子を聴

く中でしかわからないが、支援を要するお子さんは増えてい

るように感じる。学生が保育施設等で実習をする場合にも、

現場の先生が学生に、どのような支援が必要なのか説明を

し、現場で学んでいただいている。 

 

印象として、子どもたちの養育環境によって発達障害のよ

うな症状を表す子どもが増えているように感じる。 

学童保育で感じるのは、支援が必要なお子さんも学童を利

用し、他のお子さんと一緒に交じって過ごすが、学童の規模

も４０人クラスが２クラスあり、合計７０人のような大所帯

になると、落ち着かない状況になると感じている。 

小規模で配慮された環境だと過ごせるだろう子どもたち

も、社会の仕組みの中で、そのような症状や様子が出てしま

うことがある状況となっている。 

 

 子どもの声を反映できるように尽力をお願いする。 

 

     （了） 

 


